
印鑑登録（代理）手続きの流れ

来庁 来庁

①代理権授与通知書（代筆者記入） ①照会書（兼）回答書（代筆者記入）

②代筆理由書（代筆者記入） ②代筆理由書（代筆者記入）

③登録する印鑑 ③登録する印鑑

④代理人の印鑑 ④代理人の印鑑

⑤代理人の本人確認ができる書類（原本） ⑤代理人の本人確認ができる書類（原本）

※運転免許証・パスポートなど ※運転免許証・パスポートなど

代理権授与通知書の書き方について(代筆）　※代理人は代筆者
　　　にはなれません。

市役所から登録者
本人の住所へ郵送

１回目 ２回目

登
録
完
了
（
印
鑑
登
録
証
交
付

）

持ちもの 持ちもの

登録申請 『回答書』持参 

照会書

（兼） 

回答書 

代筆者がすべて記入してください。登録申請者、代理人が記入するところはありません。 

こ
こ
を
代
理
人
が
記
入
す

る
と
受
付
が
で
き
ま
せ
ん
。
 

忘
れ
ず
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
 

登録申請 審査 

登録する

印鑑を押し

てください。 

記入を誤った場合は、

誤った個所に登録申請

印を押してください。 


